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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

当社元社員より提起されていた訴訟について、平成 19 年 9 月 13 日に判決を言い渡されましたので、下記の通り

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訴訟の経緯 

平成 17 年 8 月 22 日に東京地方裁判所において、当社社員（原告）を平成 17 年 4 月に当社が懲戒解雇した件

が無効であるとして、原告より当社に対し雇用契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める訴訟を提起したも

のであります。 

当社はこれを争うと共に、同人に対して反訴し、同人の横領等の違法行為による損害を被ったとして債務不履行

ないし不法行為に基づく損害賠償を請求していたものであります。 

 

２．当該訴訟の判決があった裁判所及び年月日 

東京地方裁判所  平成 19 年 9 月 13 日 

 

３．判決内容 

原告は当社に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。当社は原告に対し約 20 百万円（未到

来のものを除く。）を支払え。原告は当社に対し約 2 百万円を支払え。訴訟費用は 10 分し、その 1 を原告の負担と

し、その余を当社の負担とする。 

 

４．今後の見通し 

本判決には不服であり、当社は、即日控訴を提起しました。 

本判決による当期の業績への影響につきましては、連結及び個別ともに訴訟和解引当金約 20 百万円を特別損

失に計上いたします。当期の業績の見通しにつきましては最近の業況等の考慮を含め現在精査中であります。今

後明らかになり次第お知らせいたします。 

  

以上 


